
議案第１２７号

渋川市民会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和元年９月３日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市民会館条例の一部を改正する条例

渋川市民会館条例（平成１８年渋川市条例第６３号）の一部を次のように

改正する。

第８条第１項中「附属施設」を「附属設備」に改める。

第１６条第２号中「会館の」を削り、同条第３号中「施設」を「施設等」

に改める。

第２０条第３号中「の理由無く」を「な理由がなく」に改める。

別表を次のとおり改める。

別表（第１４条関係）

１ 大ホール利用料金

（単位：円）

種別区分 利用料金

午前 午後 夜間

大 土 入場料１，０００ １７，６００ ２７，７００ ３７，８００

ホ ・ 円以下（無料の場

ー 日 合を含む。）

ル ・ 入場料１，００１ ３９，０００ ６０，４００ ７８，０００

休 円以上２，０００

日 円以下

入場料２，００１ ６０，４００ ９０，６００ １２０，７００

円以上

平 入場料１，０００ １３，９００ ２１，４００ ２９，０００

日 円以下（無料の場

合を含む。）



入場料１，００１ ３０，２００ ４５，３００ ６０，４００

円以上２，０００

円以下

入場料２，００１ ４５，３００ ６７，９００ ９０，６００

円以上

舞 土 入場料１，０００ ５，７００ ８，８００ １１，４００

台 ・ 円以下（無料の場

の 日 合を含む。）

み ・ 入場料１，００１ １３，９００ ２１，４００ ２９，０００

の 休 円以上

場 日

合 平 入場料１，０００ ４，４００ ７，０００ ９，５００

日 円以下（無料の場

合を含む。）

入場料１，００１ １０，１００ １５，１００ ２０，２００

円以上

楽屋 主催者事務室 ５００ ８００ １，０００

楽屋Ａ ６００ ８００ １，１００

楽屋Ｂ ６００ ８００ １，１００

楽屋Ｃ ７００ ９００ １，３００

楽屋Ｄ ８００ １，１００ １，４００

楽屋Ｅ ８００ １，３００ １，５００

リハーサル室 １，２００ １，７００ ２，４００

シャワー室 １，５００ １，５００ １，５００

２ 会議室等利用料金

（単位：円）

種別区分 利用料金

午前 午後 夜間

小ホール ５，７００ ８，８００ １１，４００



楽 楽屋Ｆ ５００ ７００ ９００

屋 楽屋Ｇ ３００ ５００ ６００

会 第１会議室 １，４００ １，９００ ２，４００

議 第２会議室 １，４００ １，９００ ２，４００

室 第３会議室 １，４００ １，９００ ２，４００

第４会議室 １，４００ １，９００ ２，４００

第５会議室 ７００ ８００ １，１００

特別会議室 ２，０００ ２，５００ ３，０００

多目的室 ２，０００ ２，５００ ３，０００

附属設備 規則で定める。

備考

１ 午前、午後、夜間の区分は、次のとおりとする。

（１） 午前とは、午前９時から正午までをいう。

（２） 午後とは、午後１時から午後５時までをいう。

（３） 夜間とは、午後６時から午後１０時までをいう。

２ 休日とは、祝日法に規定する休日をいう。

３ 第１項の区分による時間に満たない場合であっても、利用料金は割

引しない。

４ 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等の入場することに関し徴

収される入場の対価その他これに類するものをいい、入場料の額が異

なる場合は、その最高額をもって入場料とする。

５ 大ホールを商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その

他これに類する目的で利用する場合の利用料金は、２，００１円以上

の入場料を徴収する場合の利用料金の額とする。

６ 小ホール、会議室又は多目的室を商品展示、予約、販売等、営業宣

伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料金は、この表に規

定する利用料金の１．５倍の額とする。

附 則

（施行期日）



１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の渋川市民会館条例第１４条の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用料金につい

て適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。

理 由

渋川市民会館耐震補強及び改修工事後の開館に向けた利用料金の見直し並

びに消費税法及び地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするもので

ある。



渋川市民会館条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用の許可） （利用の許可）

第８条 会館の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）を利用しよう 第８条 会館の施設及び附属施設（以下「施設等」という。）を利用しよう

とする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可 とする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可

に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（利用料金の不還付） （利用料金の不還付）

第１６条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各 第１６条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各

号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付するこ 号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付するこ

とができる。 とができる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 利用者の責めに帰することができない理由により、 施設等 （２） 利用者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等

を利用することができないとき。 を利用することができないとき。

（３） 大ホールについては、利用期日前３０日、その他の施設等につい （３） 大ホールについては、利用期日前３０日、その他の施設 につい

ては、利用期日前７日までに利用の変更又は取消しの許可を受けたとき ては、利用期日前７日までに利用の変更又は取消しの許可を受けたとき

。 。

（過料） （過料）

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円以下の過料に処 第２０条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円以下の過料に処

することができる。 することができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者 （３） 正当の理由無く 原状の回復をせず、その費用を負担しない者

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係）

１ 大ホール利用料金 １ 大ホール利用料金

（単位：円）

種別区分 利用料金 種別区分 午前 午後 夜間 備考

午前 午後 夜間 大 土 入場料 円 円 円 入場料１，

ホ ・ ０００円以
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大 土 入場料１， １７，６００ ２７，７００ ３７，８００ ー 日 １，００ １６，８ ２６，４ ３６，０ 下に無料の

ホ ・ ０００円以 ル ・ ０円以下 ００ ００ ００ 場合を含む

ー 日 下（無料の 祝 。

ル ・ 場合を含む 日 ２，００ ３７，２ ５７，６ ７４，４

休 。） ０円以下 ００ ００ ００

日

入場料１， ３９，０００ ６０，４００ ７８，０００ ２，００ ５７，６ ８６，４ １１５，

００１円以 １円以上 ００ ００ ２００

上２，００

０円以下

平 １，００ １３，２ ２０，４ ２７，６

入場料２， ６０，４００ ９０，６００ １２０，７０ 日 ０円以下 ００ ００ ００

００１円以 ０

上 ２，００ ２８，８ ４３，２ ５７，６

０円以下 ００ ００ ００

平 入場料１， １３，９００ ２１，４００ ２９，０００

日 ０００円以 ２，００ ４３，２ ６４，８ ８６，４

下（無料の １円以上 ００ ００ ００

場合を含む

。） 舞 土 練習 ５，４０ ８，４０ １０，８

台 ・ ０ ０ ００

入場料１， ３０，２００ ４５，３００ ６０，４００ の 日

００１円以 み ・ 準 入場

上２，００ の 祝 備 料

０円以下 場 日

合

入場料２， ４５，３００ ６７，９００ ９０，６００ １， ５，４０ ８，４０ １０，８

００１円以 ００ ０ ０ ００

上 ０円

以下

舞 土 入場料１， ５，７００ ８，８００ １１，４００

台 ・ ０００円以 １， １３，２ ２０，４ ２７，６

の 日 下（無料の ００ ００ ００ ００

み ・ 場合を含む １円

の 休 。） 以上

場 日

合 入場料１， １３，９００ ２１，４００ ２９，０００ 平 練習 ４，２０ ６，６０ ９，００
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００１円以 日 ０ ０ ０

上

準 入場

平 入場料１， ４，４００ ７，０００ ９，５００ 備 料

日 ０００円以

下（無料の １， ４，２０ ６，６０ ９，００

場合を含む ００ ０ ０ ０

。） ０円

以下

入場料１， １０，１００ １５，１００ ２０，２００

００１円以 １， ９，６０ １４，４ １９，２

上 ００ ０ ００ ００

１円

楽屋 主催者事務 ５００ ８００ １，０００ 以上

室

楽屋 主催者事 ４００ ７００ ９００

楽屋A ６００ ８００ １，１００ 務室

楽屋B ６００ ８００ １，１００ 楽屋A ５００ ７００ １，００

０

楽屋C ７００ ９００ １，３００

楽屋B ５００ ７００ １，００

楽屋D ８００ １，１００ １，４００ ０

楽屋E ８００ １，３００ １，５００ 楽屋C ６００ ８００ １，２０

０

リハーサル １，２００ １，７００ ２，４００

室 楽屋D ７００ １，００ １，３０

０ ０

シャワー室 １，５００ １，５００ １，５００

楽屋E ７００ １，２０ １，４０

０ ０

リハーサ １，１０ １，６０ ２，２０

ル室 ０ ０ ０

浴室 １，４０ １，４０ １，４０
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０ ０ ０

２ 会議室等利用料金 ２ 会議室等利用料金

（単位：円）

種別区分 利用料金 種別区分 午前 午後 夜間

午前 午後 夜間 小ホール 円 円 円

５，４００ ８，４００ １０，８００

小ホール

５，７００ ８，８００ １１，４００ 楽 楽屋F ４００ ６００ ８００

屋

楽 楽屋F ５００ ７００ ９００ 楽屋G ２５０ ４００ ５００

屋

楽屋G ３００ ５００ ６００ 会 第１会議 １，３００ １，８００ ２，２００

議 室

会 第１会議 １，４００ １，９００ ２，４００ 室

議 室 第２会議 １，３００ １，８００ ２，２００

室 室

第２会議 １，４００ １，９００ ２，４００

室 第３会議 １，３００ １，８００ ２，２００

室

第３会議 １，４００ １，９００ ２，４００

室 第４会議 １，３００ １，８００ ２，２００

室

第４会議 １，４００ １，９００ ２，４００

室 第５会議 ６００ ７００ １，０００

室

第５会議 ７００ ８００ １，１００

室 茶室 １，１００ １，４００ １，９００

特別会議 ２，０００ ２，５００ ３，０００ 附属設備 規則で定める

室

多目的室 ２，０００ ２，５００ ３，０００

附属設備 規則で定める。



議
案
第
１
２
７
号
参
考
資
料

備考 備考

１ 午前、午後、夜間の区分は、次のとおりとする。 １ 午前、午後、夜間の区分は、次のとおりとする。

（１） 午前とは、午前９時から正午までをいう。 （１） 午前とは、午前９時から正午までをいう。

（２） 午後とは、午後１時から午後５時までをいう。 （２） 午後とは、午後１時から午後５時までをいう。

（３） 夜間とは、午後６時から午後１０時までをいう。 （３） 夜間とは、午後６時から午後１０時までをいう。

２ 休日とは、祝日法に規定する休日をいう。

３ 第１項の区分による時間に満たない場合であっても、利用料金は割 ２ 前項 の区分による時間に満たない場合 、利用料金は割

引しない。 引しない。

４ 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等の入場することに関し徴 ３ 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他の名称のいかんにか

収される入場の対価その他これに類するもの をいい、入場料の かわらず催物１回について入場者が支払う対価をいい、座席等により

額が異なる場合は、その最高額をもって入場料とする。 入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする 。

５ 大ホールを商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その ４ 大ホールを商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その

他これに類する目的で利用する場合の利用料金は、２，００１円以上 他これに類する目的で利用する場合の利用料金は、２，００１円以上

の入場料を徴収する場合の利用料金の額とする。 の入場料を徴収するものとみなす 。

６ 小ホール、会議室又は多目的室を商品展示、予約、販売等、営業宣 ５ 小ホール及び会議室 を商品展示、予約、販売等、営業宣

伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料金は、この表に規 伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料金は、次のとおり

定する利用料金の１．５倍の額とする。 とする 。

（１） 本市住民（本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者

又は本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは

勤務する者をいう。）が利用する場合 規定利用料金の２倍の額

（２） 市外の者（前号以外のものをいう。以下同じ。）が利用する

場合 規定利用料金の４倍の額

６ 市外の者が大ホールを利用し入場料１，０００円以下を徴収する場

合は、規定利用料金の１．５倍の額とする。


